
事 務 連 絡

平成27年12月18日

都 道 府 県

各 保健所設置市 衛生主管部（局）

特 別 区 薬務主管課薬事監視担当係 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

薬 事 監 視 第 一 係

ジメチルジチオデナフィルの医薬品成分該当性について

今般、東京都からの疑義照会に対し別添の通り回答いたしましたので、お知らせいたし

ます。



薬生監麻発1218第３号

平 成 2 7 年 1 2 月 1 8 日

東京都福祉保健局健康安全部長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

（ 公 印 省 略 ）

「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）」への該当性について（回答）

平成27年12月７日付27健研薬第2709号をもって照会のあった標記の件について、下記の

とおり回答する。

記

貴見のとおり判断して差し支えない。

AYUNC
写

AYUNC
テキストボックス
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27健研薬第2709号
平成27年12月7日

厚生労働省医薬。生活衛生局

監視指導・麻薬対策課長殿

東京都福祉保健局健康安全部

小林幸

｢専ら医薬品として使用される成分本質（原材料)」への該当性について（照会）

人が経口的に服用する場合、下記の成分本霞は、昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局
長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」における「専ら医薬品として使用される成分本質

(原材料)」に該当すると判断して差し支えないか照会しますb

記

1名称 5-(5-(3,5-dimethylpiperaz加e-l-carbonollnoyl)-2-elhoxyphenyl)-l-meLhyl
-3-propyl-lli-pyrazolo['l,3-d]pyrimidine-7(6II)-thione

2構造式

備考3

Car函騎画洞llO)J酎ssairpイノ的 Tioa血牢nam毎詞アfﾉIテプﾌｲﾉ⑬

【担当】

健康安全部薬務諜

畷識見指導係平井
電話03-5320-4512


